
個人情報取扱変更等請求書 
ＦＡＸ：072(721)1282 

協栄興産株式会社 行 

ＴＥＬ：072(721)0021 

E-Mail：info@kyoei-1.co.jp 
 

貴社が保有している私の個人情報について下記の事項を請求します。 

 

平成   年   月   日 

 

ご住所：                                         

 

ご氏名：                                      印 

 

電話番号：                                       

 

 

◆私の個人情報に関する請求内容 

（請求事項を○で囲んでください） 

 

 

個人情報の開示 

 

利用停止 

 

消去 

 

停止（変更・追加・削除） 

 

 

◆処理結果のご報告方法、通知方法を○で囲み、通知先を

ご記入ください。 

 

E-Mail： 

 

郵送：〒 
 

 

ＦＡＸ： 

 

 

◆訂正等の内容 □ 新しいご住所 

 

□ 新しい電話番号 

 

□ 新しいＦＡＸ番号 

 

□ 新しいE-Mail 

 

□ その他 

 

 

 
 
 

本人情報開示等の請求規程 
一 本人情報開示、訂正、利用停止等の請求について 

当社は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、当社が保有するデータベース等の申にある個人情報についての本人情報開示、訂正、利用停止等の請求（以下「開示

等請求」と言います）に関する手続を以下のとおり定めています。 

二 開示等請求に共通する手続について 

１ 対象となる情報 

  開示等請求の対象となる個人情報は、当社が取扱いの権限を有するシステム内のデー夕べースまたは検索可能な状態に整理された当社の情報ファイルにおいて、６

カ月以上保管されている個人情報ですが、以下のものについては開示請求対象外となります。 

① 存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの。 

② 存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの。 

③ 存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機関との交渉

上不利益を被るおそれがあるもの。 

④ 存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。 
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 ２ 開示等請求書の受理 

   当社においては、当社が定める請求書を当社のお客様相談室へ郵送または直接持参していただく方法でのみ開示等請求を受け付けています。 

 ３ 本人確認 

   開示等請求は情報の帰属主体、すなわち「本人」にのみ認められた権利です。 

   本人以外の者に対して情報開示を行うことは本人のプライバシー侵害の問題を引き起こすだけでなく、詐欺などの犯罪の原因ともなりうるものです。 

   当社では以下の方法によって本人確認を行うこととします。 

   【来社して直接請求きれる場合】 

   以下の書類のうちいずれかの提示を受けその場で確認させていただきます。 

   運転免許証、旅券（パスポート）、印鑑登録証明言、年金手帳、各種福祉手帳、健康保険証、外国人登録証明書 

   【郵送の場合】 

   上記の書類のうちいずれかのコピーと住民票の写し（外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書）をお送りいただきます。 

   ※住民票の写しとは、役所の発行する書面自身のことで、これをコピーしたもののことではありません。 

   【代理人による請求】 

   代理人自身について上記いずれかの書類の提示を行っていただくとともに、以下の書類を提出していただくことで、代理権の存在を確認させていただきます。 

① 本人による代理人選任の場合。 

☑ 本人の印鑑証明書 

☑ 上記で証明される印鑑が捺印された委任状 

② 未成年者（20歳末満）の法定代理人（親権者等）による開示請求の場合。 

☑ 未成年者の戸籍謄本または戸籍抄本 

☑ 法定代理人の戸籍謄本または戸籍抄本 

③ 成年後見人（精神上の障害により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者）の法定代理人による開示請求の場合。 

☑ 家庭裁判所の証明書（家事審判規則第12条第2項） 

☑ 登記事項証明書（後見登記等に関する法律第10条） 

三 本人情報開示手続きについて 

 １ 本人情報の訂正等の手続とは 

   本人情報開示手続きとは、当社が保有しているデータベース等に入っている個人データについて、本人からの請求によってその情報を開示する制度です。 

   請求には一定の手数料が必要になり、また、当社の判断によって一定の場合には開示できない場合があります。 

 ２ 手数料 

● 開示請求の手数料は、開示請求を受けた個人情報１件につき５００円となります。 

● 個人情報の件数は、データベース、ファイルごとに１件と数えます。 

● 手数料は、開示の実施を行う前に、当社が指定する預金口座への振込み方法により行います。 

 ３ 非開示理由 

   以下の場合はその全部または一部の開示(その存在に関する回答も含みます)をお断りすることがあります。 

① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。 

② 会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。 

③ 他の法令に違反することとなる場合。 

当社の判断により、情報の全部または一部の開示(その存在に関する回答も含みます)をお断りする場合は文書にてご連絡いたします。 

 ４ 開示の実施 

   開示は開示情報を記載した書面を郵送する方法で行います。 

四 本人情報の訂正等の手続きについて 

 １ 本人情報の訂正等の手続とは 

本人情報の訂正等の手続とは、当社が保有するデータベース等の中にある個人情報に誤りがあり、事実でない場合には、本人からの請求によってその情報の訂正、

追加または削除を行う制度です。 

 ２ 訂正等の対象となる事実について 

● 人情報の訂正等の対象はあくまでも「事実」であり、「評価」に関する情報は訂正等の対象とはなりません。 

● 訂正等は、「利用目的の達成」に必要な範囲で行います。 

   そのため、以下の場合は、訂正等の対象とはなりません。 

   ☑ 「過去の事実を記録すること」が利用目的であるもの（履歴事項の記録等）については、現在の事実に基づいて訂正等の請求を行うことはできません。 

   ☑ 「当事者の知見や発言等を記載すること」が利用目的であるもの（議事録や応接記録）については、知見・発言内容が客観的な真実と異なっていることを理由と

して訂正等の請求を行うことはできません。 

         たとえば、議事録において、甲さんが「クジラは魚である」と発言した旨が記録されている場合甲さんが実際にそのような発言している以上、実際は哨乳類で

あっても訂正等をすることばできません 

      もちろん、甲さんが当時そのような発言をしていないことが明らかになれば、訂正等の対象になります。 

● 訂正等の判断は、請求者から提出された証拠および当社による調査の結果に基づいて行われますが、その結果、当該事業が真実か否か判断できない場合は訂

正等をお断りすることになります。 

 ３ 結果の通知 

   訂正等の請求に対する結果およびその理由については書面で通知いたします。 

五 本人情報の利用停止等の手続きについて 

 １ 本人情報の利用停止等の手続とは 

   本人情報の利用停止等の手続とは当社が保有するデータベース等の中にある個人情報について一定の違反があった場合には、本人からの請求によってその情報の利

用停止、消去、または第三者への提供の停止を行う制度です。 

 ２ 利用停止等の対象となる手続違反について 

   利用停止等の対象となる手続違反とは、以下の場合をいいます。 

① 本人の同意や正当な理由がないにもかかわらず、当社が通知・公表・明示した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱った場合。 

② 当社が偽りその他不正な手段により個人情報を取得した場合。 

③ 本人の同意や正当な理由または手続がないにもかかわらず、個人情報を第三者に提供した場合。 

３ 代替措置について 

  利用停止等の対象となる手続違反があったとしても、当該情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、利用停止等の

手続をとらず、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をもってこれに代えることがあります。 

４ 結果の通知 

  利用停止等の請求に対する結果およびその理由については書面で通知いたします。 

  平成１７年４月1 日 


